
宮城県監査委員告示第１０号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した定期監査結

果等について，宮城県知事から同条第１２項の規定により下記の措置を講じた旨の通知があっ

たので，同条同項の規定に基づき公表する。

平成２２年１１月１６日

宮城県監査委員 内 海 太

宮城県監査委員 佐々木 敏 克

宮城県監査委員 遊 佐 勘左衛門

宮城県監査委員 工 藤 鏡 子

１ 監査委員の報告日

平成２２年８月２４日

２ 通知のあった日

宮城県知事 平成２２年１０月８日

３ 監査委員の報告の内容及び措置の内容

（１）仙南保健福祉事務所

イ 監査委員の報告の内容

生活保護扶助費返還金，母子寡婦福祉資金貸付金償還金及び未熟児養育費において，

収入未済があったので，収納促進と適切な債権管理を図られたい。

（内容）

○生活保護扶助費返還金

・Ｈ２１年度収入未済額

現年度分 ５，２６４，３５０円

過年度分 ６，１００，３３１円

合 計 １１，３６４，６８１円

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 １，１１３，８８１円

過年度分 ５，４９９，６４２円

合 計 ６，６１３，５２３円

○母子寡婦福祉資金貸付金償還金

・Ｈ２１年度収入未済額

現年度分 ４，３８４，６７０円

過年度分 １２，３３１，３０１円

合 計 １６，７１５，９７１円

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ４，６２０，２２１円

過年度分 ９，８８０，６８１円

合 計 １４，５００，９０２円



○未熟児養育費

・Ｈ２１年度収入未済額

現年度分 １０８，２３６円

過年度分 ６９，０７０円

合 計 １７７，３０６円

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ３８，６００円

過年度分 ５２，８７０円

合 計 ９１，４７０円

ロ 措置の内容

○生活保護扶助費返還金について

生活保護受給中の世帯については，地区担当員と債権管理担当者が，また，現在保

護受給していない世帯については，債権管理担当者が，電話で納入指導や督促の訪問

を行い納入促進を行っている。

収入未済発生防止策として， 届出義務について説明新規開始時に収入があった際の

し，意識付けを行うことにより収入申告の遅延による返還金の発生の防止を図ると共

に，家庭訪問等による調査を行い保護受給世帯の収入の把握を図ることにより，返還

金が発生しないよう努めている。

さらに，履行延期特約決定の際に面接し計画とおりに返済するよう指導しているほ

か，滞納発生初期において指導を行うことにより滞納の常態化の防止に努めている。

２２年８月末現在Ｈ２１年度収入未済額は，H
現年度分 ５，１３３，３５０円

過年度分 ５，９４３，３３１円

合 計 １１，０７６，６８１円

（ ２１年度末より２８８，０００円減少）H
○母子寡婦福祉資金貸付金償還金未済額の収納促進について

債務者の償還状況や経済状況をもとに個々の状況に応じた償還指導方法の検討を行

い，催告書の発送，電話による督促，自宅及び勤務先等の訪問を積極的に行うととも

に生活状況に応じた分割納入の指導等を行った。

この結果，８３５，８２０円を回収して，平成２２年８月末現在の未収額は

１５，８８０，１５１円となった。

また，未収金の発生防止策として，償還期間到来前に借受人に来所を促し，面接に

より改めて償還について説明し意識付けを行うことにより新規滞納の防止に努めると

ともに，滞納発生初期において，重点的な償還指導を実施するなど滞納の常態化の防

止に努めている。

Ｈ２１年度収入未済額（平成２２年８月末現在）

現年度分 ４，３２４，７２０円

過年度分 １１，５５５，４３１円

合 計 １５，８８０，１５１円

（Ｈ２１年度末より８３５，８２０円減少）

○未熟児療育費未収額の収納促進について

債務者の住民税等課税状況を調査し，催告書の発送，電話による督促，自宅訪問を

積極的に行い償還指導に努めた。



自宅訪問については滞納者と面談の上，早期納付を依頼し意識付けすることができ

た。なお，面談が実現できない者については今後も訪問等を繰返し実施するとともに

勤務先訪問も実施する。

また，未収金の発生防止策としては，申請受付時にパンフレットをもとに制度の趣

旨や自己負担金が発生することについて，これまで以上に強調し繰返し説明するとと

もに，滞納が発生した場合には自宅のほか勤務先を訪問する等の強い措置もあり得る

旨を説明している。

Ｈ２１年度収入未済額（平成２２年８月末現在）

現年度分 １０８，２３６円

過年度分 ６９，０７０円

合 計 １７７，３０６円

（２）松島高等学校

イ 監査委員の報告の内容

授業料の過誤納金において，還付が遅延し還付加算金が生じたものが認められたので，

今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）

二重に納付された授業料の還付手続きが遅延したもの。

・過誤納金 平成２０年度第４期分授業料

・還付額 ２９，７００円

・支払日 平成２２年５月１０日

・還付加算金 １，４００円

ロ 措置の内容

指摘された事項の再発防止のため，事務執行に当たっては財務規則等関係例規を遵守

し，令達書の内容確認，歳入整理表の精査にあたり，特に未執行科目については，複数

の者の目によるチェックを強化した。

（３）富谷高等学校

イ 監査委員の報告の内容

教育財産の使用許可に係る使用料等において，６ヶ月以上の調定遅延が認められたの

で，今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）

平成２１年４月１６日から平成２１年５月２８日までの期間に，学校を外部模擬試

験等会場として使用を許可したが，施設使用料及び光熱水費を１２月にまとめて調定

したもの。

・件数 ８件

・調定金額 １３，８７１円

・調定日 平成２１年１２月２１日

ロ 措置の内容

財務規則等の関係諸規定を遵守し処理することを徹底するとともに，外部模擬試験の

年間開催スケジュールから処理確認表を作成の上，複数の職員が確認するチェック体制

を強化し，事務処理の遅延がないよう対応していくこととした。


